
日本脳神経外科学会の専門医訓練施設について

1.臓器提供施設について

脳死下での臓器提供施設については、「「臓器の移植に関する法律」の運用

に関する指針 (ガイ ドライン)第 4」 において、その施設要件 (5類型 (※ )

その他の要件)を規定 している。

※ 5類型

・大学附属病院

・ 日本救急医学会の指導医指定施設

・ 日本脳神経外科学会の専門医訓練施設 (A項 )

(注)A項とは、専門医訓練施設の うち、指導に当たる医師、症例数等において特

に充実 した施設。

・救命救急センター として認定された施設
口日本小児総合医療施設協議会の会員施設

2.日本脳神経外科学会の専門医研修に係る施設類型の変更について

日本1出神経外科学会の専門医制度の見直 しに伴い、専門医訓練施設につい

ても従来の A項及び C項の分類から、基幹施設、研修施設及び関連施設の 3

つの分類に改められた。なお、新 しい制度は、平成 23年 4月 以降適用する

こととな り、新たなA項としての認定はなくなる。

(参考 :施設数) A項 :385施設 C項 :736施設  (H22.10.4現在 )

3.暫定措置について

日本脳神経外科学会の専門医研修に係る施設類型の変更に伴い、今後臓器

提供施設に係るガイ ドラインの規定ぶ りを変更するまでの間、暫定的な措置

として、以下のように取 り扱うてはどうか。

≪暫定措置≫

平成 23年 3月 31日現在において日本脳神経外科学会の専門医訓練施

設 (A項)と認定されている施設については、当面の間、「「臓器の移植に

関する法律」の運用に関する指針 (ガイ ドライン)」 における取扱いは、な

お従前の例によることとする。



(参考 )

専門医訓練施設について (日 本脳神経外科学会 HPよ り抜粋 )

下記「指定の基準」のA,Bを 満たす施設をA項、Cを満たす施設をC項と

している。

指定の基準

A‐ 原則として年間脳神経外科手術 100例 以上 (そのうち中枢神経系の腫

瘍・動脈  瘤 口動静脈奇形の直接手術、併せて 30例以上。その内訳は、

少なくとも腫瘍 10例以上、動脈瘤・動静脈奇形 10例以上を含む)を
行う施設。

B 当該施設においては専門医が 2名 以上おり、脳神経外科学的診断に必要

な諸設備  を有 し、定期的にカンファレンス (臨床、C.P.C.(事務局注 :

臨床病理カンファレンス。病理解剖の後、主治医と剖検担当者を含めて
カンファレンスを行うこと。)関連学科のセミナール等)を行い、原則と

して脳神経外科疾患の音1検率が 30%以 上であることを要する。なお、

専門医訓練場所として指定を受けようとするときには通算 6年間の研修
カリキュラムを専門医認定委員会に提出しなければならない。 [註 ]

C Aの 条件を満たし得ない施設も、専門医が 1名 以上おり、年間脳神経外

科手術 30例 以上行う施設は、すでに指定を受けた他の訓練場所におけ

る訓練の一環として指定訓練場所と同等の取扱いを受けることができる。
ただ しこの場合、すでに指定を受けた訓練場所の長は、当該施設の特色、
同施設内での訓練の内容、期間等について専門医認定委員会の承認を得

るものとする。

[誰]A項病院は単独または他のA項あるいはC項病院を関連施設として研修
カリキュラムを組み訓練に当たることができる。

指定の方法

上記訓練場所の指定は専門医認定委員会が毎年に行うのを原則とする。ただ
し1旨定

希望の申し出により随時審査を行うことができる。



基幹施設、研修施設及び関連施設について

(日 本脳神経外科学会 専門医認定制度内規より抜粋)

第 6条 研修プログラム (病院群)は第7条から第 9条に定める基幹施設 (単

一)、 研修施設 (複数可)、 関連施設 (複数可)で構成され、研修プロ

グラム審査委員会において審議のうえ認定委員会にて承認する。

2 (以下略)

第7条 基幹施設は特定機能病院または以下の条件を満たす施設とする。

(1) 原則として年間手術症例数が200以上

(2) 1名 のプログラム責任者 (第 10条で定める指導医の資格を持つた

部門長、診療責任者ないしはこれに準ずるもの)と 3名 以上の指導医

がいる。ただし、プログラム責任者と指導医の兼務は不可とする。

(3) 他診療科とのカンフアレンスを定期的に開催

2 基幹施設は、研修施設と関連施設を指導し、別に定める推奨カリキュラ

ムに従つた専門医研修教育を行う。

3 プログラム責任者はプログラム全体の指導体制、内容、評価に関し監督

責任を持つと同時に、当該基幹施設においては指導管理責任者としてそ

の指導体制、内容、評価に関しても責任を持つ。

4 基幹施設は他の研修プログラムヘの参加は関連施設としてのみ認めら

れ、研修施設として参加することはできない。

第8条 研修施設は、以下の条件を満たす施設とする。

(1) 1名の指導管理責任者 (指導医の資格を持つた診療科長ないしはこ

れに準ずるもの)と 2名 以上の指導医をおく。ただし指導管理責任者

と指導医の兼務は可とする。

(2) 症例検討会を開催

2 指導管理責任者は当該研修施設での指導体制、内容、評価に関し責任

を持つ。

3 研修施設は他の研修プログラムヘの参加は関連施設としてのみ認めら

れ、複数の研修プログラムに研修施設として参加することはできない。

第 9条 関連施設はプログラム責任者が基幹施設・研修施設だけでは研修が不

十分と判断した場合、これを補完するためにその責任をもって指定する。

2 関連施設の要件は特に定めないが、関連施設での研修は原則として 1年

を超えないものとする。




